
５ 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で の 規 定 に か か わ ら

ず 、 第 一 項 又 は 第 三 項 に 規 定 す る 書 類 を 添

付 す る こ と が で き な い こ と に つ き 農 林 水 産

大 臣 に お い て や む を 得 な い 事 由 が あ る と 認

め る と き は 、 当 該 書 類 に 相 当 す る 書 類 で

あ っ て 農 林 水 産 大 臣 が 適 当 と 認 め る も の を

も っ て こ れ に 代 え る こ と が で き る 。

（ 新 設 ）

別 記 様 式 （ 第 二 十 四 条 第 四 項 関 係 ） 別 記 様 式 （ 第 二 十 四 条 第 三 項 関 係 ）

（ 略 ） （ 略 ）

附 則

こ の 省 令 は 、 令 和 四 年 十 二 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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